
4広報とよはし  平成 28 年 1月15日

平
成
28
年
度
分
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
と

手
引
き
を
2
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の
発
送
に
つ
い

て
は
市
民
税
課（
☎
51
・
２
２
０
０
）、
平

成
27
年
分
確
定
申
告
書
に
つ
い
て
は
豊
橋

税
務
署（
☎
52
・
６
２
０
１
）に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

年
金
受
給
者
の
確
定
申
告
不
要
制
度
に
伴
う

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
以
外
の
所

得
金
額
が
20
万
円
以
下
の
方
は
、
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を

行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
民
税
・
県

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

①�

収
入
が
公
的
年
金
等
の
み
の
方
で
、「
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」に
記
載
さ

れ
て
い
る
社
会
保
険
料
控
除
や
配
偶
者

控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
以
外
の
各
種
控

除（
生
命
保
険
料
や
医
療
費
な
ど
）の
適

用
を
受
け
た
い

②�

公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
が
あ
る

※�

年
金
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
た
所
得

税
額
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
額
を
生

命
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控
除
な
ど
に

よ
り
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定

申
告
が
必
要
で
す

問
い
合
わ
せ　

確
定
申
告
に
つ
い
て
／
豊

橋
税
務
署（
☎
52
・
６
２
０
１
）、
市
民
税
・

県
民
税
に
つ
い
て
／
市
役
所
市
民
税
課（
☎

51
・
２
２
０
０
）

固
定
資
産
税
の
申
告
に
つ
い
て

申
告
期
限　

2
月
1
日
㈪　

と
こ
ろ　

市

役
所
資
産
税
課（
東
館
2
階
）

■
償
却
資
産
の
申
告

償
却
資
産
と
は
、
法
人
や
個
人
が
事
業
を

営
む
た
め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
、
機

械
お
よ
び
装
置
、
工
具
・
器
具
お
よ
び
備

品
な
ど
減
価
償
却
の
対
象
と
な
る
資
産
で

す
。
こ
れ
ら
の
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方

は
、
平
成
28
年
1
月
1
日
現
在
の
所
有
状

況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課（
☎
51
・
２
２
２
６
）

■
住
宅
用
地
の
申
告

土
地
の
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
は
、

土
地
利
用
の
現
況
が
住
宅
用
の
場
合
、
税

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
建
物
の
新
築
・
増

改
築
な
ど
に
よ
り
土
地
の
利
用
を
変
更
し

た
場
合
は
、申
告（
変
更
）が
必
要
で
す
。

対
象　

平
成
27
年
1
月
2
日
～
平
成
28
年

1
月
1
日
に
所
有
す
る
土
地
で
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
申
告
書
を
提
出
し
て
い
な

い
方
①
居
住
用
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改

築
し
た
②
居
住
用
家
屋
の
す
べ
て
、
ま
た

は
一
部
取
り
壊
し
た
③
家
屋
の
用
途
を
変
更

し
た（
例
／
倉
庫
か
ら
居
住
用
住
宅
へ
）④
新

た
に
住
宅
用
地
と
し
て
利
用
を
開
始
ま
た

は
住
宅
用
地
以
外
に
利
用
を
変
更
し
た

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課（
☎
51
・
２
２
１
５
）

東
三
河
8
市
町
村（
豊
橋
市
、
豊
川
市
、

蒲
郡
市
、
新
城
市
、
田
原
市
、
設
楽
町
、

東
栄
町
、
豊
根
村
）は
、
個
人
住
民
税
特

別
徴
収
未
実
施
事
業
所
を
対
象
に
、
平

成
28
年
度
課
税（
平
成
28
年
6
月
～
平

成
29
年
5
月
）で
の
特
別
徴
収
を
徹
底
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
豊
橋
市
で
は
、

該
当
す
る
事
業
所
に
11
月
10
日
付
け
で

特
別
徴
収
義
務
者
予
告
通
知
を
お
送
り

し
て
い
ま
す
。

※
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、
給

与
支
払
者（
事
業
主
）が
、
従
業
員
に

毎
月
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民

税
を
徴
収
し
、
納
税
義
務
者
で
あ
る

従
業
員
に
代
わ
っ
て
納
税
す
る
制
度

で
す
。
地
方
税
法
第
３
２
１
条
の
4
、

市
税
条
例
第
29
条
の
5
・
30
条
の
規

定
に
よ
り
、
給
与
支
払
者（
事
業
主
）

は
、
原
則
、
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
、

個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す

■
特
別
徴
収
の
事
務

毎
年
5
月
に
特
別
徴
収
税
額
を
通
知
し

ま
す
の
で
、
そ
の
税
額
を
毎
月
の
給
与

か
ら
徴
収
し
、
翌
月
の
10
日
ま
で
に
各

従
業
員
の
住
所
地
の
市
町
村
へ
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。
税
額
の
計
算
や
年
末
調

整
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
納
期
の
特
例

従
業
員
が
常
時
10
人
未
満
の
特
別
徴
収

義
務
者
は
、
申
請
に
よ
り
年
12
回
の
納

期
を
年
2
回
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課（
☎
51
・
２
２

０
０
）

個
人
住
民
税（
市
民
税
・
県
民
税
）の
特
別
徴
収
を
実
施
し
て
い
な
い
事
業
主
の
方
へ

税
金
の
申
告
を
忘
れ
ず
に
し
て
く
だ
さ
い



5

平
成
27
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
の
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

2
月
1
日
㈪
～
15
日
㈪（
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
午
前
9
時
～
正

午
、
午
後
1
時
～
5
時
※
申
告
書
の
作

成
に
は
時
間
を
要
す
る
た
め
、
午
後
4

時
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い　

と
こ
ろ　

豊
橋
税
務
署（
大
国
町
）　

対
象　

①
年

金
受
給
者
で
還
付
申
告
を
す
る
方
②
給

与
所
得
者
で
金
融
機
関
な
ど
か
ら
借
入

を
し
て
新
築
ま
た
は
中
古
住
宅
を
取
得

し
た
方　

必
要
書
類　
［
①
の
方
］公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票（
原
本
）［
②
の

方
］給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票（
原
本
）、

住
民
票
の
写
し
、
家
屋
の
登
記
事
項
証

明
書
、
家
屋
の
売
買
契
約
書
ま
た
は
請

負
契
約
書
の
写
し
、
国
ま
た
は
地
方
公

共
団
体
か
ら
受
け
る
補
助
金
な
ど
の
額

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
、
住
宅
取
得
資

金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明

書（
敷
地
に
つ
い
て
も
控
除
を
受
け
る

場
合
は
、
別
途
土
地
の
登
記
事
項
証
明

書
お
よ
び
売
買
契
約
書
の
写
し
）、
認

定
長
期
優
良
住
宅
を
新
築
ま
た
は
取
得

し
た
方
は
、
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計

画
の
認
定
通
知
書
の
写
し
、
住
宅
用
家

屋
証
明
書（
写
し
も
可
）ま
た
は
認
定
長

期
優
良
住
宅
建
築
証
明
書
［
①
②
共
通
］

各
種
控
除
の
証
明
書
・
領
収
書（
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明

書
な
ど
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
証
明
書
、
生
命
保
険
料
控
除
証
明
書
、

地
震
保
険
料
控
除
証
明
書
、
医
療
費
の

領
収
書
、
寄
附
金
の
受
領
証
な
ど
※
年

末
調
整
な
ど
で
す
で
に
控
除
さ
れ
て
い

る
も
の
を
除
く
）、
印
鑑
、
本
人
名
義

の
預
貯
金
通
帳（
口
座
番
号
の
分
か
る

も
の
）

豊
橋
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ�

��

豊
橋
税
務
署（
☎
52
・
６
２
０
１
）

�

※
自
動
音
声
案
内「
2
」（
個
人
課
税
部
門
）

情
報
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

三
遠
南
信
地
域
の
連
携
を
深
め
る

た
め
、
東
三
河
・
遠
州
・
南
信
州

地
域
の
住
民
、
大
学
・
研
究
機
関
、

経
済
界
お
よ
び
行
政
が
一
堂
に
会

し
、「
県
境
連
携
の
蓄
積
を
活
か
し

た
三
遠
南
信
地
域
の
創
生　
と
も

に
生
き
る
未
来
を
目
指
し
て
」
を

テ
ー
マ
に
サ
ミ
ッ
ト（
下
表
）を
開

催
し
ま
す
。

と
き　

2
月
15
日
㈪　

と
こ
ろ　

穂
の
国
と
よ
は
し
芸
術
劇
場
「
プ

ラ
ッ
ト
」（
西
小
田
原
町
）ほ
か　

入

場
料　

無
料　

そ
の
他　

詳
細

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.

sena-vision.jp/

）
参
照　

申
し
込

み　

不
要

	

三
遠
南
信
サ
ミ
ッ
ト
２
０
１
６　
in　
東
三
河

■三遠南信サミット2016　in　東三河
時間 内容 テーマなど／講師※敬称略
午前10時～正午 住民セッション 三遠南信地域の連携に関する住民団体の活動報告など

午後1時～2時50分 サミット全体会

基調講演「これからの地方創生について（仮）」／諸戸
修二（内閣府地方創生推進室次長）、「神山プロジェク
ト　創造的過疎から考える地方創生」／大南信也
（NPO法人グリーンバレー理事長）ほか

午後3時30分～5時
20分

「道」分科会 新しい人の流れを支える広域幹線道路ネットワーク
づくり

「技」分科会 地域の産業集積を活かした新たな雇用の創出

「風土」分科会 広域連携による歴史・文化・自然資源などの地域資
源の新たな価値創造

「山・住」分科会 安心して住まうことの出来る持続可能な地域づくり
午後6時～6時30分 報告会 各分科会の報告およびサミット宣言

問
い
合
わ
せ�

�

三
遠
南
信
地
域
連
携
ビ
ジ
ョ
ン
推
進
会
議（
Ｓセ

ナ

Ｅ
Ｎ
Ａ
）

事
務
局（
☎
０
５
３
・
４
５
７
・
２
２
４
２
）、
豊
橋
市

役
所
政
策
企
画
課（
☎
51
・
３
１
５
２
）


